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学校法人国際基督教大学役員報酬規程 

制定 1995年（平成7年）9月18日ICU決第65号 

改正 1996年（平成8年）3月18日ICU決第118号 

2001年（平成13年）9月26日ICU決第64号 

2020年（令和2年）2月26日ICU規第19-29号 

2020年（令和2年）9月23日ICU規第20-4号 

2021年（令和3年）2月24日ICU規第20-10号 

2023年（令和5年）2月24日ICU規第22-31号 

 

（目的） 

第1条 この規程は，学校法人国際基督教大学寄附行為施行細則第26条の定めにより，学校法人国際基

督教大学（以下「本法人」という。）の役員に特に業務を委嘱した場合の報酬支給について定める。 

（報酬の支給範囲） 

第2条 前条により報酬を支給する役員は，当分の間次のとおりとする。 

⑴ 常務理事 

⑵ 学長 

⑶ 校長 

⑷ 副学長 

⑸ 事務局長 

⑹ 非常勤理事 

⑺ 非常勤監事 

（報酬の種類） 

第3条 役員報酬の種類は次のとおりとし，その他の手当等は支給しない。 

⑴ 役員給与 

⑵ 役員賞与 

⑶ 非常勤役員手当 

⑷ 非常勤役員賞与 

（報酬額の決定） 

第4条 第2条第1号から第5号までに規定する役員に対する報酬は別表1に定める額を上限とし，その範

囲内で理事会において定めた額を支給する。 

2 第2条第6号及び第7号に規定する役員に対する報酬の額は別表2に定める額を上限とし，その範囲内

で理事会において定めた額を支給する。 

（報酬支給日等） 

第5条 役員給与は，その在任期間中職員の給与支給日にあわせて支給する。 

2 役員が月の途中において就任若しくは退任した場合は，当月の役員給与は全額支給する。 

第6条 役員賞与は，前年12月1日から翌年5月31日を前期とし，6月1日から11月30日を後期として，職

員の期末手当及び勤勉手当支給日にあわせて支給する。 

2 役員が前項の期間の途中において就任若しくは退任した場合の役員賞与は，月割りをもって計算し

支給する。 

3 前項の月割り計算にあたって，就任若しくは退任日が月の途中である場合は，その日の属する月は

計算の対象とする。 

第7条 非常勤役員手当は，給与または報酬等支給日にあわせて支給する。 

第8条 非常勤役員賞与は，第6条に準じて支給する。 



2 

（規程の改廃） 

第9条 この規程の改廃は，評議員会に諮り,理事会が行う。 

 

 

付 則 

1 この規程は，1995年（平成7年）9月18日から施行する。 

2 この規程の施行に伴い，1993年（平成5年）5月19日ICU決第15号学校法人国際基督教大学理事長補

佐に関する規程は，廃止する。 

付 則 

この規程は，1996年（平成8年）6月1日から施行する。 

付 則 

この規程は，2001年（平成13年）9月26日から施行し，2001年（平成13年）8月7日から適用する。 

付 則 

この規程は，2020年（令和2年）4月1日から施行する。 

付 則 

この規程は，2020年（令和2年）9月23日から施行し，2020年（令和2年）4月1日から適用する。 

付 則 

この規程は，2021年（令和3年）4月1日から施行する。 

付 則 

この規程は，2023年（令和5年）4月1日から施行する。 
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別表1（第2条第1号から第5号までに規定する役員に対する報酬） 

 

役員給与（月額） 

常務理事 

区分1：750,000円（上限） 

区分2：700,000円 

区分3：650,000円 

区分4：600,000円 

学長 

区分1：1,250,000円（上限） 

区分2：1,200,000円 

区分3：1,150,000円 

区分4：1,100,000円 

副学長 

区分1：1,100,000円（上限） 

区分2：1,050,000円 

区分3：1,000,000円 

区分4：  950,000円 

校長，事務局長 

区分1：950,000円（上限） 

区分2：900,000円 

区分3：850,000円 

区分4：800,000円 

ただし，上限を下回る範囲で，理事会が個別に定めた役員給与を支給することができる。また，

役員給与に加え，通勤手当を学校法人国際基督教大学通勤手当支給規程に基づき別途支給する。 

 

役員賞与（年額） 

役員給与×1.2×3.5ヵ月分 

また，理事会の判断に基づき，0.5ヵ月分の範囲で，役員賞与を増減することができる。 
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別表2（第2条第6号及び第7号に規定する役員に対する報酬） 

 

種別1 

非常勤役員手当（月額） 

区分1：750,000円（上限） 

区分2：700,000円 

区分3：650,000円 

区分4：600,000円 

ただし，上限を下回る範囲で，理事会が個別に定めた非常勤役員手当を支給することができる。

また，非常勤役員手当に加え，通勤手当を学校法人国際基督教大学通勤手当支給規程に基づき別途

支給する。 

 

非常勤役員賞与（年額） 

理事会の判断に基づき，非常勤役員手当の6ヵ月分を上限として，非常勤役員賞与を支給すること

ができる。 

 

種別2 

非常勤役員手当（年額） 

区分1：130,000円（上限） 

交通費は原則支給しない（報酬年額に含む） 

出席回数に応じて変動する。 

委員会出席時は別途定められた金額を支払う。 

 


